
事 務 連 絡 

平成 31 年３月 25 日 

各都道府県 

森林計画担当課長 殿 

林野庁森林整備部計画課 

森林計画指導班担当課長補佐 

森林法施行規則第 34 条の森林経営計画書の様式について 

 常日頃より、森林法の適切な運用について御理解、御尽力をいただき、誠にありがとう

ございます。 

森林経営計画については、森林法第 11 条により、森林所有者等が森林経営計画を作成

し、これを当該森林経営計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長等に提出して、

当該森林経営計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができるとしており、認

定の請求をしようとする者は、森林法施行規則第 34 条により、市町村の長等に認定請求書

及び森林経営計画書を提出することとされているところです。 

 今般、「規制改革実施計画」（平成 30 年６月 15 日閣議決定）において、複数の自治体に

おける手続きに関係する事業者の負担を軽減するため、地方自治体における手続き上の書

式・様式について必要な措置を講ずることとされ、森林経営計画書については、「森林経営

計画運営要領」（平成 24 年３月 26 日付け 23 林整計第 230 号林野庁長官通知）において示

している「森林法施行規則第 34 条の森林経営計画書の様式」を電子データ形式で地方自治

体に周知することとされたところです。 

つきましては、当該様式について、下記の林野庁ＨＰに電子データを掲載しましたので、

関係者への周知等いただきますようお願いします。 

記 

・様式の掲載箇所（林野庁ＨＰ）

http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/con_6.html

ホーム > 分野別情報 > 森林計画制度 > 森林所有者又は森林の経営の委託を受けた

者がたてる「森林経営計画」 

※上記ページの「認定申請に必要な書類等」に掲載。

担当：林野庁 計画課 森林計画指導班 

 森林計画指導第２係 尾近  

TEL：03-6744-2300 FAX：03-3593-9565 

E-mail:shigeru_okon660@maff.go.jp
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（表紙）

１．計画期間

自 　　年　　月　　日
至 　　年　　月　　日

２．対象森林の所在等
（単位：ha）

面積 うち人工林

（記載注意事項）

　　森 林 経 営 計 画 書    
（林班計画・区域計画・属人計画）

（単独・共同）     

５． 「他の森林経営計画の対象森林との重複状況」には、計画対象森林が他の森林経営計
 画の対象森林に含まれている場合に、当該森林経営計画の認定権者、認定番号及び計画
 対象森林の合計面積を記載する。なお、当該欄の記載は、他の計画事項に係る変更認定
 請求をする際にあわせて変更することとして差し支えない。

認定権者 認定番号 計画対象森林

他の森林経営計画の対象森林との重複状況

計画対象森林の所在等 計画対象森林面積

所在

計

計

３． 災害その他やむを得ない理由により森林経営計画において定められている施業及び保
 護ができなかった場合又は当該森林経営計画において定められていない施業及び保護を
 行った場合にあっては、その事実の発生後の変更においてその事実を以下の表に記載す
 る際には括弧を付して赤書きとする。

４． 「計画対象森林の所在等」の「所在」には、林班計画においては計画対象森林を含む
 市町村名及び林班番号、区域計画においては計画対象森林を含む市町村名及び一体整備

　 相当区域名、属人計画においては計画対象森林を含む市町村名を記載する。
　　 「計画対象森林の所在等」の「面積」には、林班計画に限って小流域（林班又は隣接

 する複数林班）の合計面積を記載し、当該面積の内数として令第３条第１号に定める農
 林水産大臣の定める告示に従い、市町村の長が認定に際して指定する合計面積を括弧を
 付して記載する。
　「計画対象森林面積」には、計画対象森林の合計面積を記載し、当該面積の内数とし

 て令第３条第１号に定める農林水産大臣の定める告示に従い、市町村の長が認定に際し
 て指定する合計面積を括弧を付して記載する。また、計画対象森林の面積の内数として
 人工林の合計面積を記載する。

１． 表題の次の括弧については、林班計画、区域計画又は属人計画の計画の種類の別、及
　 び単独又は共同による認定請求者の別（林班計画及び区域計画に限る。）について、該

 当するものに○をつける。

２． 変更の場合にあっては、表題の次に（変更）と、当該森林経営の計画期間の下に（変
 更後の森林経営計画に従って施業及び保護を開始しようとする日、○年○月○日）と記
 載するものとし、以下の表の記載は、変更に係る部分について、変更前の計画にあって
 は黒書きとし、変更後の計画にあっては赤書きとする。
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（本文）

１　森林の経営に関する長期の方針
（１）森林の経営に関する基本方針

ア　森林の多面的機能を高度に発揮しうる森林経営

　
イ　目標とする森林の姿とそれに向けた森林の施業及び保護

（２）公益的機能別施業森林の区域の内外別の長期の伐採立木材積及び造林面積

うち植栽(ha)

Ⅰ分期
Ⅱ分期
Ⅲ分期
Ⅳ分期
Ⅴ分期
Ⅵ分期
Ⅶ分期
Ⅷ分期
合計
Ⅰ分期
Ⅱ分期
Ⅲ分期
Ⅳ分期
Ⅴ分期
Ⅵ分期
Ⅶ分期
Ⅷ分期
合計

公益的機能別
施業森林以外
の森林

公益的機能別
施業森林

区域 期間
伐採立木材積

(m3)
　造林面積
　　(ha)

備考

（記載注意事項）

森林の経営に関する基本方針については、森林の多面的機能を高度に発揮しうる森林経営に

ついて記載する。

なお、生物多様性の保全について、公益的機能別施業森林区域の内外別に以下の項目に準拠

して記載する。

① 保護地域の内外別（必須）、遷移段階、森林の分断状況などを踏まえた保護の取組

（自然公園、自然環境保全地域、鳥獣保護区、特別母樹林、史跡名勝記念物などの保護

面積及び対象森林に占める割合を記載）

※ 保護地域内の森林がない場合にあっては、天然林の保全方法など生物多様性の保全の

ための森林の施業及び保護の方針について記載する。

② 森林性の在来種の数、絶滅のおそれのある野生生物の種の数及びその保護の取組（任意）

（記載注意事項）

継続的に森林経営計画を立て、これに基づいて、持続的な森林整備・保全や、目指す森林

の姿とそれに向けた森林施業及び保護など40年以上の期間に係る森林経営についての基本

方針を記載する。

（記載注意事項）

１．伐採立木材積及び造林面積について、５年（分期）ごとに区分し、40年間について記載する。

２．材積は、主伐に係るものにつき立方メートルを単位とし、小数第１位以下を四捨五入する。

３．面積は、ヘクタールを単位とし、小数第２位にとどめ、第３位以下を四捨五入する。
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（３）森林の経営の規模の拡大に関する長期の方針（任意）

（４）その他参考とすべき事項

森林経営計画の継続性の有無 有　・　無

（記載注意事項）

適切な施業及び保護を推進するために、効率的な作業システムの導入、路網整備の推進、森

林経営計画への参加の働きかけ、林業事業体等への長期の受委託及びその推進に向けた合

意形成など、森林の経営の規模拡大及び必要な作業路網その他の施設の設置及び維持管理

に関する方針を記載する。

（記載注意事項）

１．森林経営計画の始期が、旧計画の終期から継続している場合には「有」に、旧計画の終期

から継続しておらず、又は旧計画がない場合には「無」に○をつける。その他、森林経営計画

の作成上、特に考慮した事項を記載する。

２．そのほか、森林経営計画の作成上特に考慮した事項その他参考とすべき事項を記載する。

※ 森林の経営の共同化に関する長期の方針は、４の森林の経営の共同化に関する事項に

おいて一括して記載する。
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１
. 「

所
在

場
所

」
の

記
載

は
、

同
一

地
番

の
森

林
に

つ
い

て
は

、
そ

の
森

林
の

現
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を
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の
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あ
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又
は

森
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森
林

経
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計
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施
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び
保
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を

異
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す
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も
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が
あ

る
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は
、

そ
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同
一

地
番

の
森

林
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そ
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現
況

又
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施
業

を
異

に
す

る
も

の
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と
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区
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し
、

そ
の

区
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し
た

森
林
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つ

き
連

続
番

号
を

付
し

て
こ

れ
を

「
地

番
」に

併
記

す
る

（
そ

の
区

分
し

た
森

林
が

森
林

簿
の

林
班

、
小

班
に

一
致

す
る

と
き

は
、

そ
の

林
班

、
小

班
の

記
号

を
用

い
る

。
）
。

２
. 「

計
画

的
伐

採
対

象
森

林
の

内
外

の
別

」に
つ

い
て

は
、

計
画

対
象

森
林

の
う

ち
規

則
第

36
条

第
１

号
イ

か
ら

ニ
ま

で
に

定
め

る
除

外
森

林
以

外
の

森
林

に
つ

い
て

（
内

）と
記

載
す

る
。

３
. 「

森
林

の
区

分
等

」
の

「公
益

的
機

能
別

施
業

森
林

等
の

区
分

」
に

は
、

水
源

の
涵

養
の

機
能

の
維

持
増

進
を

図
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め
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森
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す
べ
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あ
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は

（水
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土
地
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関

す
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災
害

の
防

止
及

び
土

壌
の

保
全
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機
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維
持
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進
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図
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め
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施
業
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な
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維
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増
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図
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め
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森
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施
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べ
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）
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健
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能
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図
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施
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持

増
進

を
図
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）
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の
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益
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能
別

施
業

森
林

に
あ
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て

は
（
他

）
と

記
載

す
る

。

４
. 「

森
林

の
区

分
等

」
の

「施
業
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法

等
」
に

は
、

市
町

村
森
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整
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に
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面
積

」
の

記
載

は
、

ヘ
ク

タ
ー

ル
を

単
位

と
し

、
小

数
第

２
位

に
と

ど
め

、
第

３
位

以
下

を
四

捨
五

入
す

る
。

８
. 「

材
積

」
の

記
載

は
、

立
方

メ
ー

ト
ル

を
単

位
と

し
、

小
数

第
１

位
以

下
を

四
捨

五
入

す
る

。

９
. 「

本
数

」
の

記
載

は
、

ヘ
ク

タ
ー

ル
当

た
り

の
本

数
を

記
載

す
る

。

1
0
. 「

樹
種

」
又

は
「
林

相
」
に

は
、

ス
ギ

、
ヒ

ノ
キ

、
カ

ラ
マ

ツ
、

ク
ヌ

ギ
等

の
樹

種
を

記
載

す
る

と
と

も
に

、
針

葉
樹

林
に

あ
っ

て
は

（針
）と

、
広

葉
樹

林
に

あ
っ

て
は

（広
）と

、
混

交
林

に
あ

っ
て

は
（混

）と
、

竹
林

に
あ

っ
て

は
（竹

）と
、

未
立

木
地

に
あ

っ
て

は
（未

）と
、

伐
採

跡
地

に
あ

っ
て

は
（跡

）と
、

湿
地

、
風

衝
地

等
の

更
新

困
難

地
に

あ
っ

て
は

、
（湿

困
）
、

（
風

困
）等

と
記

載
す

る
。

1
1
. 「

樹
高

」
は

、
規

則
第

36
条

第
１

号
に

規
定

す
る

計
画

的
伐

採
対

象
森

林
の

人
工

林
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

1
2
. 「

林
齢

」
は

、
更

新
年

度
を

第
１

年
と

し
て

計
算

す
る

も
の

と
す

る
。

年
齢

の
異

な
る

立
木

が
混

在
す

る
森

林
の

う
ち

複
層

林
等

で
、

林
齢

の
区

分
が

明
確

な
森

林
に

あ
っ

て
は

、
上

層
木

、
下

層
木

等
に

区
分

し
て

、
層

ご
と

に
樹

種
又

は
林

相
、

林
齢

及
び

立
木

材
積

を
記

載
す

る
。

林
齢

の
区

分
が

明
確

で
な

い
森

林
に

つ
い

て
は

、
林

齢
は

、
そ

の
異

な
る

立
木

の
年

齢
の

平
均

値
と

し
、

あ
わ

せ
て

そ
の

異
な

る
年

齢
の

範
囲

を
併

記

す
る

。

1
3
. 「

施
業

履
歴

」
の

「
間

伐
」に

は
、

森
林

経
営

計
画

の
始

期
前

10
年

以
内

に
実

施
さ

れ
た

間
伐

に
つ

い
て

、
そ

の
実

施
の

時
期

及
び

面
積

を
記

載
す

る
。

「施
業

履
歴

」の
「主

伐
」に

は
、

森
林

経
営

計
画

の
始

期
前

５
年

以
内

に
実

施
さ

れ
た

主
伐

に
つ

い
て

、
そ

の
実

施
の

時
期

及
び

面
積

を
記

載
す

る
。

1
4
. 「

森
林

の
現

況
」
の

「摘
要

」に
は

、
地

域
森

林
計

画
に

お
い

て
要

整
備

森
林

と
さ

れ
て

い
る

森
林

、
市

町
村

森
林

整
備

計
画

に
お

い
て

立
木

の
伐

採
方

法
を

特
定

さ
れ

て
い

る
森

林
、

法
第

10
条

の
10

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
要

間
伐

森
林

で
あ

る
旨

が
通

知
さ

れ
て

い
る

森
林

、
防

風
林

等
農

地
又

は
林

地
の

保
護

の
た

め
の

森
林

そ
の

他
施

業
上

特
殊

な
取

扱
い

を
す

る
森

林
に

つ
い

て
そ

の
旨

を
記

載
す

る
。

1
5
. 主

伐
及

び
造

林
の

時
期

は
、

１
年

間
を

超
え

な
い

期
間

と
す

る
。

こ
の

際
、

計
画

対
象

森
林

の
森

林
所

有
者

が
租

税
特

別
措

置
法

第
3
0条

の
２

の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
個

人
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
暦

年
ご

と
に

区
分

す
る

。

1
6
. 「

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
の

内
外

の
別

」に
は

、
規

則
第

36
条

第
１

号
に

規
定

す
る

計
画

的
伐

採
対

象
森

林
の

う
ち

人
工

植
栽

に
係

る
も

の
（一

箇
所

当
た

り
0.

3
ヘ

ク
タ

ー
ル

以
下

の
も

の
を

除
く
。

）で
あ

っ
て

計
画

期
間

内
に

主
伐

が
予

定
さ

れ
て

お
ら

ず
、

樹
冠

疎
密

度
が

10
分

の
８

以
上

の
森

林
に

つ
い

て
計

画
の

始
期

に
お

い
て

標
準

伐
期

齢
未

満
の

森
林

に
あ

っ
て

は
過

去
５

年
以

上
、

標
準

伐
期

齢
以

上
の

森
林

に
あ

っ
て

は

過
去

1
0
年

以
上

間
伐

の
履

歴
の

な
い

森
林

を
参

考
に

、
（
内

）
と

記
載

す
る

。

1
7
. 「

伐
採

方
法

」
の

「
皆

伐
択

伐
等

の
別

」
に

は
、

間
伐

に
あ

っ
て

は
単

木
、

列
状

等
選

木
方

法
を

記
載

す
る

。
ま

た
、

「伐
採

方
法

」の
「そ

の
他

」に
は

、
択

伐
率

、
間

伐
率

等
を

記
載

す
る

。

1
8
. 「

造
林

方
法

」
に

は
、

人
工

造
林

、
ぼ

う
芽

更
新

、
天

然
下

種
更

新
等

を
記

載
す

る
。

な
お

、
再

造
林

の
場

合
は

（再
）と

、
拡

大
造

林
の

場
合

は
（
拡

）
と

記
載

す
る

。
ま

た
、

天
然

更
新

補
助

作
業

を
行

う
場

合
は

（
補

助
）と

記
載

す
る

。

1
9
. 「

造
林

計
画

」
の

「
摘

要
」に

は
、

伐
採

後
に

更
新

が
確

保
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
場

合
の

植
栽

樹
種

及
び

規
則

で
定

め
る

植
栽

本
数

を
植

栽
す

る
旨

、
記

載
す

る
。

2
0
. 「

保
育

計
画

」
に

は
、

下
刈

り
、

つ
る

切
り

、
除

伐
等

の
保

育
の

種
類

を
記

載
す

る
。

な
お

、
保

育
計

画
に

つ
い

て
は

、
当

該
欄

に
お

け
る

箇
所

別
の

記
載

の
ほ

か
、

下
段

の
「
摘

要
」に

保
育

の
種

類
別

の
計

画
面

積
の

総
量

を
記

載
し

て
も

差
し

支
え

な
い

。

2
1
. 「

保
護

計
画

」
に

は
、

森
林

の
保

護
の

た
め

の
伐

採
に

つ
い

て
、

そ
の

時
期

と
面

積
を

記
載

す
る

。

2
2
. 「

計
画

対
象

森
林

の
追

加
時

期
」に

は
、

計
画

期
間

中
に

新
た

に
追

加
す

る
計

画
対

象
森

林
に

つ
い

て
、

当
該

追
加

に
係

る
森

林
経

営
計

画
の

変
更

の
認

定
請

求
を

す
る

年
月

日
を

記
載

す
る

（
当

該
変

更
認

定
請

求
の

時
点

で
他

の
森

林
経

営
計

画
の

対
象

と
な

っ
て

い
な

い
森

林
に

限
る

。
）。

2
3
. 「

備
考

」
に

は
、

地
域

森
林

計
画

に
お

い
て

要
整

備
森

林
と

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

同
計

画
に

定
め

ら
れ

て
い

る
実

施
す

べ
き

伐
採

及
び

造
林

の
時

期
を

、
法

第
10

条
の

10
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

要
間

伐
森

林
で

あ
る

旨
が

通
知

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
同

項
の

規
定

に
よ

る
通

知
に

定
め

ら
れ

て
い

る
実

施
す

べ
き

間
伐

又
は

保
育

の
時

期
を

記
載

す
る

。

ま
た

、
災

害
に

よ
る

被
災

森
林

に
つ

い
て

復
旧

の
施

業
を

行
う

た
め

に
当

該
施

業
に

先
だ

っ
て

行
う

計
画

変
更

に
あ

っ
て

は
そ

の
旨

を
、

災
害

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

森
林

経
営

計
画

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
施

業
及

び
保

護
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

又
は

当
該

森
林

経
営

計
画

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

な
い

施
業

及
び

保
護

を
行

っ
た

場
合

に
は

、
そ

の
旨

を
記

載
す

る
。

さ
ら

に
、

主
伐

を
計

画
す

る
森

林
が

あ
る

場

合
は

、
通

し
番

号
を

記
載

し
、

別
途

添
付

す
る

当
該

森
林

の
区

域
を

示
し

た
図

面
に

お
け

る
表

示
と

一
致

さ
せ

る
。

市
町

村
森

林
整

備
計

画
に

お
い

て
植

栽
に

よ
ら

な
け

れ
ば

適
確

な
更

新
が

困
難

な
森

林
又

は
択

伐
に

よ
る

複
層

林
施

業
を

推
進

す
べ

き
森

林
と

さ
れ

て
い

る
森

林
に

つ
い

て
人

工
植

栽
を

し
よ

う
と

す
る

場
合

に
は

、
規

則
で

定
め

る
植

栽
本

数
を

植
栽

す
る

旨
を

記
載

す
る

。

他
の

森
林

経
営

計
画

に
含

ま
れ

る
計

画
対

象
森

林
が

あ
る

場
合

は
（
重

複
）と

記
載

す
る

。
な

お
、

他
の

森
林

経
営

計
画

が
複

数
あ

る
場

合
は

、
認

定
番

号
を

付
記

す
る

な
ど

し
て

重
複

す
る

森
林

経
営

計
画

が
判

別
で

き
る

よ
う

に
記

載
す

る
。

令
第

３
条

第
１

号
に

定
め

る
農

林
水

産
大

臣
の

定
め

る
告

示
に

従
い

、
市

町
村

の
長

が
認

定
に

際
し

て
指

定
す

る
森

林
は

、
（
一

体
整

備
相

当
森

林
外

）
と

記
載

す
る

（同
告

示
第

３
号

の
規

定
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

）。

2
4
. ２

以
上

の
市

町
村

に
わ

た
る

も
の

に
あ

っ
て

は
、

市
町

村
ご

と
に

小
計

し
て

別
葉

と
し

、
都

道
府

県
ご

と
に

再
計

し
て

合
計

を
記

載
す

る
。

2
5
. 下

段
の

「
摘

要
」
に

は
、

必
要

に
応

じ
て

保
育

計
画

を
記

載
す

る
ほ

か
計

画
に

関
し

て
特

記
す

べ
き

事
項

を
記

載
す

る
。

5



２
　

森
林

の
現

況
及

び
伐

採
計

画
等

（
２

）
要

整
備

森
林

又
は

要
間

伐
森

林
と

さ
れ

て
い

る
森

林
の

保
育

そ
の

他
の

施
業

の
計

画

都
道

府
県

市
町

村
（

郡
）

字
（

大
字

）
地

番
林

班
小

班
森

林
所

有
者

名

時
期

備
　

考

合
　

計所
在

場
所

要
整

備
森

林
又

は
要

間
伐

森
林

の
別

施
業

の
区

分
施

業
の

種
類

面
積

(
h
a
)

（
記

載
注

意
事

項
）

１
. 
地

域
森

林
計

画
に

お
い

て
要

整
備

森
林

と
さ

れ
て

い
る

森
林

及
び

法
第

1
0
条

の
1
0
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

要
間

伐
森

林
で

あ
る

旨
が

通
知

さ
れ

て
い

る
森

林
の

間
伐

、
保

育
そ

の
他

の
施

業
の

計
画

を
記

載
す

る
。

２
. 
「
所

在
場

所
」
の

記
載

は
、

同
一

地
番

の
森

林
に

つ
い

て
は

、
そ

の
森

林
の

現
況

を
異

に
す

る
も

の
が

あ
る

場
合

又
は

森
林

の
現

況
は

同
じ

で
あ

る
が

森
林

経
営

計
画

の
期

間
内

の
施

業
を

異
に

す
る

も
の

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

同
一

地
番

の
森

林
を

そ
の

現
況

又
は

施
業

を
異

に
す

る
も

の
ご

と
に

区
分

し
、

そ
の

区
分

し
た

森
林

に
つ

き
連

続
番

号
を

付
し

て
こ

れ
を

「
地

番
」
に

併
記

す
る

（
そ

の
区

分
し

た
森

林
が

森
林

簿
の

林
班

、
小

班
に

一
致

す
る

と
き

は
、

そ
の

林
班

、
小

班
の

記
号

を
用

い
る

。
）
。

３
. 
「
施

業
の

区
分

」
に

は
、

間
伐

、
保

育
又

は
そ

の
他

と
記

載
す

る
。

４
. 
「
施

業
の

種
類

」
は

、
保

育
に

つ
い

て
は

つ
る

切
、

除
伐

等
、

そ
の

他
に

つ
い

て
は

病
害

虫
の

防
除

等
地

域
森

林
計

画
に

お
い

て
定

め
ら

れ
、

又
は

法
第

1
0
条

の

1
0
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

通
知

さ
れ

た
実

施
す

べ
き

施
業

の
方

法
を

記
載

す
る

。

５
. 
「
面

積
」
は

、
ヘ

ク
タ

ー
ル

を
単

位
と

し
、

小
数

第
２

位
に

と
ど

め
、

第
３

位
以

下
を

四
捨

五
入

す
る

と
と

も
に

、
施

業
の

種
類

ご
と

に
細

計
、

施
業

の
区

分
ご

と
に

小

計
を

、
要

整
備

森
林

又
は

要
間

伐
森

林
の

別
に

計
を

記
載

す
る

。

６
. 
２

以
上

の
市

町
村

に
わ

た
る

も
の

に
あ

っ
て

は
、

市
町

村
ご

と
に

小
計

し
て

別
葉

と
し

、
都

道
府

県
ご

と
に

再
計

し
て

合
計

を
記

載
す

る
。

７
. 
「
備

考
」
に

は
、

地
域

森
林

計
画

に
お

い
て

定
め

ら
れ

、
又

は
法

第
1
0
条

の
1
0
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

通
知

さ
れ

た
実

施
す

べ
き

施
業

の
時

期
を

記
載

す
る

。
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３　森林の保護に関する事項
（１）鳥獣害防止森林区域における鳥獣害の防止の方法

（２）森林の保護

（３）火入れを実施する森林に関する事項
都道府県
市町村（郡）
字（大字）
地番
林班
小班
森林所有者名

火入れ従事者 
防火帯
器　具

４　森林の経営の共同化に関する事項
（１）共同して行う森林の経営の長期の方針

所
在
場
所

火入れの時期   　年  月　日～　年　月　日（　　日間）
火入れの目的   １．地ごしらえ　　２．害虫駆除 
火入れ方法    

防火
体制

  　　　　　　　　　　　人   
延長　メートル、　幅員　メートル

火入れ責任者   

（記載注意事項）

鳥獣害防止森林区域内の森林であって人工植栽が計画されているものについて、鳥獣害

防止対策として植栽木の保護措置又は対象鳥獣の捕獲を行う旨及びその具体的な手法

（例えば、防護柵や幼齢木保護具の設置、わなや銃器による捕獲等）を記載する。

また、鳥獣害防止森林区域内の森林のうち人工植栽が計画されていないものについては、

必要に応じて、対象鳥獣による被害の防止対策を行う旨及びその具体的な手法（例えば、

剥皮防止帯の設置、わなや銃器による捕獲等）を記載する。

なお、対象鳥獣の捕獲を行う場合において、捕獲を行う予定の者が森林経営計画の作成

者から委託を受けて行う者など計画作成者と異なる場合にあっては、その捕獲を行う者に

ついても記載する。

（記載注意事項）

火災、病虫獣害（鳥獣害防止区域内における対象鳥獣による被害を除く。）、気象害

の予防のために行う森林の巡視、境界の管理等の取組や、自発的に実施するアセスメント、

長期のモニタリング調査、民間森林認証の取得状況や意向について記載する。

（記載注意事項）

実施箇所ごとに記載する。

（記載注意事項）

共同して実施する森林の施業及び保護その他の共同化に関する方針について記載す

る。

なお、林班計画又は区域計画を共同して作成する場合にあっては、当該森林経営計画

を共同して作成する者からの申出に応じて委託を受けて行う森林の経営に関する方針に

ついて記載する。

また、林班計画又は区域計画の認定請求者は、当該計画対象森林を含む林班内の他

の森林所有者による森林経営計画への参画に協力する旨を記載する。

一方、属人計画を作成する場合にあっては、属人計画の対象森林を含む林班に所在す

る森林について自ら森林の経営を行う者からの申出に応じて、当該属人計画の対象森林

を含む林班計画を作成する旨を記載する。
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４
　
森
林
の
経
営
の

共
同
化
に
関
す
る
事
項

（
１
）
共
同
し
て
行

う
森
林
の
経
営
の
長
期
の
方
針

（
認
定
請
求
者
ご
と

の
計
画
期
間
内
の
伐
採
立
木
材
積
及
び
間
伐

面
積

等
）

う
ち
単
層

林
の
状
態

に
あ
る
複

層
林
施
業

森
林
の
面

積
(
h
a
)

う
ち
要
間

伐
森
林

(
単
層
林

の
状
態
に

あ
る
複
層

林
施
業
森

林
を
除

く
。
)
の

面
積
(
h
a
)

う
ち
左
記

以
外
の
森

林
の
面
積

(
h
a
)

計

認
定
請
求

者
の
氏
名

計
画
対

象
森
林
の

面
積
(
h
a
)

伐
採
可
能

材
積
(
m
3
)

計
画
期
間

内
の
伐
採

立
木
材
積

(
m
3
)

計
画

的
間

伐
対

象
森

林
の

面
積

(
h
a
)

う
ち
超
過

伐
採
材
積

(
m
3
)

間
伐

の
下

限
面

積
(
h
a
)

計
画

期
間

内
の

間
伐

面
積

(
h
a
)

備
考

う
ち
計
画

的
間
伐
対

象
森
林
の

面
積
(
h
a
)

う
ち

単
層

林
の

状
態

に
あ

る
複

層
林

施
業

森
林

の
面

積
(
h
a
)

う
ち

要
間

伐
森

林
及

び
要

整
備

森
林

(
単

層
林

状
態

に
あ

る
複

層
林

施
業

森
林

を
除

く
。

)
の

面
積

(
h
a
)

う
ち

標
準

伐
期

齢
未

満
の

森
林

(
単

層
林

の
状

態
に

あ
る

複
層

林
施

業
森

林
、

要
間

伐
森

林
及

び
要

整
備

森
林

を
除

く
。

)
の

面
積

(
h
a
)

う
ち

標
準

伐
期

齢
以

上
の

森
林

(
単

層
林

の
状

態
に

あ
る

複
層

林
施

業
森

林
、

要
間

伐
森

林
及

び
要

整
備

森
林

を
除

く
。

)
の

面
積

(
h
a
)

（
記

載
注

意
事

項
）

１
. 
本

表
は

、
計

画
期

間
内

に
お

け
る

認
定

請
求

者
ご

と
に

伐
採

立
木

材
積

、
間

伐
面

積
の

実
施

数
量

を
記

載
し

、
認

定
請

求
者

間
の

合
意

形
成

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
作

成
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
計

画
全

体
で

明
ら

か
に

施
業

の
実

施
基

準
を

満
た

す
場

合
な

ど
、

本
表

を
作

成
し

な
く
と

も
認

定
請

求
者

間
の

合
意

形
成

が
図

ら
れ

る
場

合
は

省
略

で
き

る
。

２
. 
「
面

積
」
は

、
ヘ

ク
タ

ー
ル

を
単

位
と

し
、

小
数

第
２

位
に

と
ど

め
、

第
３

位
以

下
を

四
捨

五
入

す
る

。

３
. 
「
材

積
」
は

、
立

方
メ

ー
ト

ル
を

単
位

と
し

、
小

数
第

１
位

以
下

を
四

捨
五

入
す

る
。

４
. 
「
伐

採
可

能
材

積
」
に

は
、

規
則

付
録

第
３

の
算

式
に

よ
り

算
出

さ
れ

る
材

積
を

記
載

す
る

。

５
. 
「
計

画
期

間
内

の
伐

採
立

木
材

積
」
に

は
、

間
伐

を
除

く
伐

採
立

木
材

積
を

記
載

す
る

。
ま

た
、

当
該

材
積

が
伐

採
可

能
材

積
を

超
え

る
と

き
は

、
そ

の
超

え
る

材
積

を
「
う

ち
超

過
伐

採
材

積
」
に

記
載

す
る

。

６
. 
「
計

画
的

間
伐

対
象

森
林

の
面

積
」
に

は
、

規
則

第
3
6
条

第
１

号
に

規
定

す
る

計
画

的
伐

採
対

象
森

林
の

う
ち

人
工

植
栽

に
係

る
も

の
（
一

箇
所

当
た

り
0
.3

ヘ
ク

タ
ー

ル
以

下
の

も
の

を
除

く
。

）
で

あ
っ

て
計

画
期

間
内

に
主

伐
が

予
定

さ

れ
て

お
ら

ず
、

樹
冠

疎
密

度
が

1
0
分

の
８

以
上

の
森

林
の

面
積

に
つ

い
て

、
計

画
の

始
期

に
お

い
て

標
準

伐
期

齢
未

満
の

森
林

に
あ

っ
て

は
過

去
５

年
以

上
、

標
準

伐
期

齢
以

上
の

森
林

に
あ

っ
て

は
過

去
1
0年

以
上

間
伐

の
履

歴
の

な
い

森
林

の
面

積
を

記
載

す
る

。

ま
た

、
そ

の
内

数
と

し
て

、
単

層
林

の
状

態
に

あ
る

複
層

林
施

業
森

林
の

面
積

並
び

に
こ

れ
以

外
の

標
準

伐
期

齢
以

上
の

森
林

及
び

標
準

伐
期

齢
未

満
の

森
林

に
区

分
し

、
そ

れ
ぞ

れ
の

面
積

を
記

載
す

る
。

な
お

、
樹

種
が

異
な

り
標

準

的
な

間
伐

の
間

隔
が

異
な

る
場

合
に

は
、

欄
を

分
け

て
小

計
を

記
載

す
る

と
と

も
に

「
備

考
」
に

樹
種

を
記

載
す

る
。

７
. 
「
間

伐
の

下
限

面
積

」
に

は
、

規
則

付
録

第
２

の
算

式
に

よ
り

算
出

さ
れ

る
面

積
を

記
載

す
る

。

８
. 
林

班
計

画
に

お
い

て
、

認
定

請
求

者
に

区
域

計
画

又
は

属
人

計
画

の
認

定
森

林
所

有
者

等
が

含
ま

れ
る

場
合

は
、

当
該

者
に

係
る

面
積

の
記

載
（
計

画
対

象
森

林
の

面
積

及
び

間
伐

の
下

限
面

積
の

記
載

は
除

く
。

）
は

括
弧

書
と

し
、

計
に

つ
い

て
は

括
弧

書
で

記
載

さ
れ

た
面

積
を

外
数

と
す

る
。

こ
の

場
合

、
「
備

考
」
に

は
区

域
計

画
又

は
属

人
計

画
の

計
画

期
間

を
記

載
す

る
。

ま
た

、
区

域
計

画
に

お
い

て
、

認
定

請
求

者
に

属
人

計
画

の
認

定
森

林
所

有
者

等
が

含
ま

れ
る

場
合

は
、

当
該

者
に

係
る

面
積

の
記

載
（
計

画
対

象
森

林
の

面
積

及
び

間
伐

の
下

限
面

積
の

記
載

は
除

く
。

）
は

括
弧

書
と

し
、

計
に

つ
い

て
は

括
弧

書
で

記
載

さ
れ

た
面

積
を

外
数

と
す

る
。

こ
の

場
合

、
「
備

考
」
に

は
属

人
計

画
の

計
画

期
間

を
記

載
す

る
。
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４　森林の経営の共同化に関する事項

ア　共同で実施する施業の種類（造林、保育、伐採（間伐を含む）等）

イ　共同で実施する保護の種類

ウ　その他

ア　森林作業道等の施設の設置

（２）共同して行う森林の経営の種類及びその実施の方法

（３）その他の共同化に関する事項

（記載注意事項）

共同で実施することにより、作業の効率化や適期の実施を図る施業の種類及び方法等

を記載する。

一体整備相当区域内における効率的かつ持続的な森林の経営を推進するため、一体

整備相当区域内の森林を対象とする林班計画、区域計画又は属人計画の認定請求者

は、当該一体整備相当区域内の森林を対象とする他の森林経営計画の認定森林所有

者等と連携して効率的な森林の施業の実施に努める旨を記載する。

（記載注意事項）

鳥獣害防止森林区域内の森林で行う鳥獣害防止対策のほか、火災、病虫獣害（鳥獣害

防止森林区域内における対象鳥獣による被害を除く。）、気象害の予防のために行う森

林の巡視、境界の管理等の取組を記載する。

一体整備相当区域内における効率的かつ持続的な森林の経営を推進するため、一体

整備相当区域内の森林を対象とする林班計画、区域計画又は属人計画の認定請求者は、

当該一体整備相当区域内の森林を対象とする他の森林経営計画の認定森林所有者等

と連携して効率的かつ効果的な森林の保護の実施に努める旨を記載する。

（記載注意事項）

労務の相互提供の方法、林業事業体等への共同による発注方法、種苗その他の資材

の共同購入方法、高性能林業機械の共同利用等を記載する。

（記載注意事項）

森林作業道、土場、作業場等一体として整備することを相当とする森林内に設置する

全ての共同利用施設に関し、その設置方法及び利用に関する事項その他(2)に記載され

た施業及び保護の共同実施の実効性を担保するための措置を記載するとともに、森林

所有者又は森林の経営の委託を受けた者及び当該森林の土地の所有者の全員の合意

の状況を記載する。

一体整備相当区域内における効率的かつ持続的な森林の経営を推進するため、一体

整備相当区域内の森林を対象とする林班計画、区域計画又は属人計画の認定請求者

は、当該一体整備相当区域内の森林を対象とする他の森林経営計画の認定森林所有

者等と連携して森林作業道等の施設の効率的かつ効果的な設置に努める旨を記載する。

森林作業道については、起点、終点、路線名及び延長（概数）を記載する。
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イ　森林作業道等の維持管理

５　経営の規模拡大の目標等
（１）経営の規模拡大の目標

（２）作業路網及び作業システム等

（３）その他森林の経営の規模拡大に関する事項

（記載注意事項）

森林作業道、土場、作業場等一体として整備することを相当とする森林内に存する全て

の共同利用施設に関し、その維持管理の方法及び利用に関する事項その他(2)に記載さ

れた施業及び保護の共同実施の実効性を担保するための措置を記載するとともに、森林

所有者又は森林の経営の委託を受けた者及び当該森林の土地の所有者の全員の合意の

状況を記載する。

一体整備相当区域内における効率的かつ持続的な森林の経営を推進するため、一体整

備相当区域内の森林を対象とする林班計画、区域計画又は属人計画の認定請求者は、

当該一体整備相当区域内の森林を対象とする他の森林経営計画の認定森林所有者等と

連携して森林作業道等の効率的かつ効果的な維持管理に努める旨を記載する。

森林作業道については、番号を付した上で起点、終点、路線名及び延長を記載するとと

もに、添付書類である規則第37条第１項第１号ロに掲げる事項を表示した図面に当該番号

及び線形を記載する。

（記載注意事項）

地形、資源の賦存状況、高性能林業機械の配置状況等を踏まえ、森林経営の委託等に

より森林経営の規模拡大を行う者の氏名又は名称及び住所及びその目標を記載する。

（記載注意事項）

市町村森林整備計画（基幹路網）に係る路網整備水準や既設の森林作業道の設置状況、

地形、林況等を踏まえ、計画期間内に作業路網の設置を予定する森林について、作業シ

ステムごとに、当該作業システムを採用する森林の区域及び森林作業道の整備量を記載

する。

（記載注意事項）

森林経営計画に参画していない森林所有者等への働きかけ、間伐材の利用促進その他

(1)に記載された施業の集約化の実効性を担保するための措置を記載する。
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